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令和２年２月１９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和元年(ワ)第２３１２２号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和元年１２月２５日 

            判     決 

 5 

    原 告     株 式 会 社 Ｗ Ｉ Ｌ Ｌ 

    同訴訟代理人弁護士     酒 井 康 生 

 

    被 告     Ａ 

    同訴訟代理人弁護士     笹 浪 靖 史 10 

伊 藤  敦 

 

   主     文 

１ 被告は，原告に対し，４０万円及びこれに対する令和元年９月１５日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 15 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は，これを８分し，その７を原告の負担とし，その余を被告の負担

とする。 

４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

            事実及び理由 20 

第１ 請求 

被告は，原告に対し，３４１万２４３０円及びこれに対する令和元年９月１５日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 25 

本件は，映画の著作物である別紙著作物目録記載の著作物（以下「本件著作物」
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という。）の著作権を有する原告が，本件著作物をインターネット上の動画共有サイ

トにアップロードした被告に対して，被告の当該行為によって本件著作物について

の原告の公衆送信権が侵害されたとして，不法行為による損害賠償請求権に基づき

著作権法１１４条３項による損害金３４１万２４３０円及びこれに対する訴状送達

の日の翌日である令和元年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に5 

よる遅延損害金の支払を求める事案である。 

 被告は，上記アップロード行為を認め，原告の主張する不法行為の成立自体は争

わないものの，損害額を争っている。 

 ２ 前提事実等（当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠（以下，書証番号は

特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等） 10 

 (1) 原告 

 原告は，映画・ビデオの映像製作，編集業務，販売等を行う株式会社である（甲

１）。 

 (2) 本件著作物の著作権の原告への帰属 

 本件著作物は映画の著作物であり，株式会社ＣＡは，映画製作者として，その依15 

頼した製作会社によって製作された本件著作物の著作権を取得した。 

原告は，平成２８年１２月１日，株式会社ＣＡを吸収合併し，本件著作物の著作

権を含め，株式会社ＣＡの権利・義務を承継した（以下，同日以前の株式会社ＣＡ

についても「原告」という。）（甲１～３，弁論の全趣旨）。 

(3) 被告による本件著作物のアップロード行為 20 

被告は，平成２８年５月５日，原告の許諾なく，本件著作物をインターネット上

の動画共有サイトであるＦＣ２アダルト（以下「本件動画サイト」という。）のサー

バー上にそのデータをアップロードし（以下，被告の当該行為を「本件アップロー

ド」という。），それによって本件著作物を自動公衆送信し得る状態にした（甲４，

弁論の全趣旨）。 25 

したがって，被告による本件アップロードは本件著作物の公衆送信権（著作権法
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２３条１項）を侵害するものとして不法行為に該当する。 

(4) 原告による本件著作物の販売及び配信 

原告は，平成２８年４月１日から，本件著作物を販売し，第三者に許諾して「Ｄ

ＭＭ．ｃｏｍ」のウェブサイト（平成３０年８月１日から成人向け（アダルト）事

業は「ＦＡＮＺＡ」という名称に移行したが，その前後を通じて，単に「ＤＭＭ．5 

ｃｏｍ」という。）上で有料でインターネット配信している（甲２，乙１２，１３，

弁論の全趣旨）。 

 ３ 争点 

本件の争点は原告の損害額である。 

４ 争点に対する当事者の主張 10 

【原告の主張】 

 (1) 著作権法１１４条３項による損害額 ３４１万２４３０円 

ア 原告は，第三者が原告の著作物を使用する場合，第三者との間でコンテンツ

提供基本契約を締結した上で，各著作物の利用について覚書を締結している。 

そして，覚書においては，原告の著作物を第三者が配信する場合には，第三者は，15 

コンテンツ売上総額の３８パーセントを使用許諾の対価として原告に支払うものと

されていた。 

イ 本件著作物は，原告のグループ企業により運営されるＤＭＭ．ｃｏｍ上で有

料でインターネット配信されており，平成２８年５月１０日時点で，配信価格は，

ＨＤ版ダウンロードとストリーミングのセットが２９８０円，ダウンロードとスト20 

リーミングのセットが２４８０円，ＤＶＤトースターが２８００円であった。  

ウ 原告は，本来であれば，本件著作物の動画再生１回につき，少なくとも，前

記イの配信価格のうち最低額の２４８０円に３８パーセントを乗じた金額を受領で

きた。 

 本件動画サイトにおける本件著作物の再生回数は３６２１回であったから，原告25 

がその著作権の行使について受けるべき金銭の額に相当する額（著作権法１１４条



4 

 

３項）は３４１万２４３０円（２４８０円×３８パーセント×３６２１回）である。 

 (2) 被告の主張について 

 被告が主張する使用料相当額はいずれも相当でない。 

 ア 再生１回当たりの使用料相当額について 

 ＤＭＭ．ｃｏｍにおけるストリーミング配信価格が３００円となるのは，発売か5 

ら相当期間経過した作品であり，本件のように発売及び配信の開始からわずか１か

月の作品である場合は，高額な配信価格が設定される。 

イ 表示された再生回数について 

 本件著作物のように本件動画サイトに有料動画としてアップロードされた動画の

場合，表示される「再生数」に数秒間だけのサンプル再生が含まれることは認める10 

が，このうち実質の伴った再生が１パーセント程度であるとするのは根拠がない。 

ウ 動画見放題サービスに提供した場合の使用料を基準とすべきことについて 

 本件著作物は，本件アップロード当時，発売及び配信の開始から，わずか１か月

程度の作品であったから，動画見放題サービスの対象になっておらず，原告が動画

見放題サービスに提供した場合に受け取る使用料を基準とするのは相当でない。 15 

【被告の主張】 

(1) 著作権法１１４条３項による損害額について 

ア 【原告の主張】(1)ア及びイの事実は不知であり，同ウの計算は争う。 

イ 後記(2)のとおり，本件動画サイトの再生回数を基準として使用料相当額を計

算するのは相当でないが，仮に，再生回数を基準として相当な使用料を考える場合20 

は，原告の計算方法は妥当でなく，以下のように考えるべきである。 

(ｱ) 再生１回当たりの使用料相当額について 

原告が主張する再生１回当たり２４８０円というのは，ダウンロードとストリー

ミングのセットの金額であり，本件動画サイトは視聴者にダウンロードはさせてい

ないから基準とならない。 25 

ＤＭＭ．ｃｏｍにおいて，ほとんどの作品のストリーミング配信価格は１本当た
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り３００円であり，原告主張の利益の配分割合を前提としても，１回の再生当たり

の原告の取得額は，消費税抜きの価格の３８パーセントに当たる１０５円（３００

円÷１．０８×３８パーセント）となる。 

さらに，ＤＭＭ．ｃｏｍのストリーミング配信サービスでは，一度利用料金を支

払えば７日間の利用期間に複数回の再生が可能であったから，再生回数１回当たり5 

の原告の取得額は，上記の１０５円に更に３分の１を乗じた３５円と考えるのが相

当である。 

(ｲ) 表示された再生回数について 

原告が，本件動画サイトにおいて表示された「再生数」が配信回数と主張すると

ころ，この数字が実態のある再生回数を示しているかは不明である。 10 

また，被告は，本件著作物を，本件動画サイトに有料動画としてアップロードし

ており，その場合，無料会員は価値のない４秒間のサンプル再生しかできない。本

件動画サイトにおける「再生数」の表示は，このような内実を伴わないサンプル再

生によるカウントを含んでおり，有料会員による再生は表示された「再生数」３６

２１回の１パーセントに当たる３６回程度であると考えられる。 15 

(ｳ) したがって，本件動画サイトにおける再生回数に基づいて相当な使用料を計

算すると多くとも１２００円程度（３５円×３６回）と考えるべきである。 

(2) 動画見放題サービスに提供した場合の使用料を基準とすべきことについて 

原告の主張する再生回数を基準とした計算方法は，実質的に著作権法１１４条１

項の損害額推定を援用するものである。しかしながら，本件動画サイトにおいて，20 

本件著作物はストリーミング配信のみがされており，ダウンロードによる複製物の

作成はされていないため，同項の損害は発生していない。したがって，原告の上記

計算方法はその意味でも妥当でない。 

本件動画サイトにおける本件著作物の利用形態からすれば，ＤＭＭ．ｃｏｍ等の

動画見放題サービスに原告が本件著作物を提供したと仮定した場合の対価こそが相25 

当な使用料となり，概ね月額１０００円に満たない低額になると考えられる。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 著作権法１１４条３項による損害額について 

(1) 認定事実 

後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア 本件著作物は，平成２８年４月１日に販売及びＤＭＭ．ｃｏｍでの配信が開5 

始されたものであり，同年５月１０日時点でのＤＭＭ．ｃｏｍにおける配信態様と

価格は，ＨＤ版ダウンロードとＨＤ版ストリーミングのセットが２９８０円，ダウ

ンロードとストリーミングのセットが２４８０円，ＤＶＤトースターが２８００円

であり，ストリーミングのみの形態での配信はなされていなかった（甲２，乙１２，

弁論の全趣旨）。 10 

本件アップロード当時，本件著作物は，ＤＭＭ．ｃｏｍ等の動画配信サービスに

おいて，定額で多数の動画を一定期間無制限に見られるといった，いわゆる動画見

放題サービスの対象とはされていなかった（弁論の全趣旨）。 

イ 本件著作物が本件動画サイトから削除され，本件訴訟が提起された後の令和

元年１１月１２日の時点においては，本件著作物は，ＤＭＭ．ｃｏｍにおいて，Ｈ15 

Ｄ版ダウンロードとＨＤ版ストリーミングのセットが１２７０円，ダウンロードと

ストリーミングのセットが９８０円，ＨＤ版ストリーミング（有効期間７日間）が

３００円で配信されていた（乙１３）。 

ウ 原告は，取引先との間でコンテンツ提供基本契約を締結し，取引先に対して，

許諾の対価の合意をした上で，原告が著作権を有する映像等のコンテンツの配信を20 

許諾している。平成２１年頃に締結された原告とある取引先との契約では，コンテ

ンツ売上総額（消費税を含まないもの）の３８パーセントを，原告が使用許諾の対

価として受領することが定められていた（甲１０，１１）。 

エ 被告は，本件著作物を，平成２８年５月５日に本件動画サイトに有料動画と

してアップロードした。本件著作物は，本件動画サイトにおいて，ストリーミング25 

配信の形で配信されており，利用者にダウンロードさせて複製させる形式では配信
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されていなかった（弁論の全趣旨）。 

本件動画サイトにおいて，同月１０日時点における「再生数」は３６２１回と表

示されていた（甲４，弁論の全趣旨）。 

原告が本件動画サイトに要請したことによって，同日より後，本件訴訟提起まで

に，本件著作物は本件動画サイトから削除された(弁論の全趣旨)。 5 

オ 本件動画サイトにおいては，有料会員以外の者が有料動画を再生しようとす

ると数秒間だけのサンプル動画が再生されるが，このサンプル動画の再生も，本件

動画サイトに表示される「再生数」に含まれる（弁論の全趣旨）。 

(2) 検討 

ア 原告の主張する損害額について 10 

原告は，前記(1)アの本件アップロード当時のＤＭＭ．ｃｏｍにおける配信価格の

うち最低額の２４８０円（ダウンロードとストリーミングのセット）に，前記(1)ウ

と同様の３８パーセントの割合と前記(1)エの「再生数」３６２１回をそれぞれ乗じ

た３４１万２４３０円が本件アップロードについての使用料相当額の損害であると

主張する。 15 

しかしながら，上記の配信価格２４８０円には，本件動画サイトにおいては可能

とされていなかったダウンロードの料金も含まれていること，使用許諾の対価を売

上総額の３８パーセントとする前記(1)ウの合意内容と同様の内容がＤＭＭ．ｃｏｍ

における本件著作物の利用に適用されることを裏付ける的確な証拠はないこと，前

記(1)オのとおり，前記(1)エの「再生数」には数秒間に留まるサンプル再生が含ま20 

れ得ることを考慮すれば，原告の上記計算に係る損害額は採用し難い。 

イ 被告の主張する損害額について 

被告は，基準とすべき配信価格はストリーミング配信の３００円であり，本件動

画サイトにおける内実を伴う再生回数は表示された「再生数」の１パーセント程度

であった等として，原告が受けるべき使用料相当額は１２００円程度であった旨主25 

張する。 
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しかしながら，前記(1)ア及びイからすれば，本件アップロード当時，本件著作物

はストリーミング配信のみの形態では配信されておらず，配信開始から一定期間が

経過することで，本件著作物の配信価格が全体的に低下するとともに，ストリーミ

ング配信のみの配信も開始されるようになったと考えられるから，本件アップロー

ドによる損害算定にあたり，参考とすべき配信価格が３００円であったとはいえな5 

い。また，前記(1)オのとおり，本件動画サイト上に表示される「再生数」にサンプ

ル再生が含まれるとしても，有料会員による実態を伴う再生回数が表示された「再

生数」の１パーセントという少ない割合に限定されることを認めるに足りる証拠は

ないから，被告の上記主張は採用することができない。 

さらに，被告は，本件アップロードについての使用料相当額の算定に当たっては，10 

動画見放題サービスに原告が本件著作物を提供したと仮定した場合の対価が相当で

あるとも主張するが，前記(1)アのとおり，本件著作物は，本件アップロード当時，

動画見放題サービスに提供されていなかったことからすれば，本件アップロードに

ついての使用料相当額を算定するに当たって，当然に動画見放題サービスへ提供し

た場合の対価が参照されるべきであるとはいえない。 15 

ウ 本件アップロード行為について原告が受けるべき金額 

前記ア及びイのとおり，原告及び被告による損害額の主張はいずれも採用できな

いところ，前記(1)で認定した，本件著作物の発売ないし配信開始日，本件アップロ

ード当時の許諾を受けた本件著作物の配信態様や配信価格，原告と配信事業者との

利益分配に係る合意の例，遅くとも本件アップロードから５日後の時点で原告が本20 

件アップロードを確認し，本件動画サイトへの削除要請等の対応を開始したこと，

その時点で本件動画サイトにおいて表示されていた「再生数」やその中に数秒間の

サンプル再生が含まれ得ること，原告の要請を受けて本件著作物が本件動画サイト

から削除されたことといった事情に，前記ア及びイで検討した事項を総合考慮すれ

ば，本件アップロードにつき，原告が受けるべき金銭の額に相当する額（著作権法25 

１１４条３項）は４０万円と認めるのが相当であり，これを覆すに足りる証拠はな
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い。 

 ２ 結論 

 よって，原告の請求は，被告に対して，本件著作物の公衆送信権侵害を理由とす

る不法行為による損害賠償請求権に基づき，損害金４０万円及びこれに対する不法

行為の後である令和元年９月１５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ5 

る遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，同限度でこれを認容し，その

余は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 

 

 10 

    裁判長裁判官 

                              

               山  田  真  紀 

 

 15 

       裁判官 

                              

               神  谷  厚  毅 

 

 20 

       裁判官 

                              

               矢  野  紀  夫  
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別紙 

著作物目録 

 

 作品タイトル：(省略) 

 品番： （省略） 5 

 ＤＭＭ作品ＵＲＬ： http://（以下省略） 

  収録時間： ９０分 


